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（通算子法人の残余財産確定の日が、 通算親法人の事業年度終了の日である場合を除きま
す。

　東京都では、 ｅＬＴＡＸ （エルタックス：地方税ポータルシステム）を通じて、インターネットを利用した電子申告、電子申請・届出、
電子納税を受け付けています。 ｅＬＴＡＸ では、全ての都道府県・市区町村へ一括して電子納税を行うことが可能です。納付方法は、
ダイレクト納付やインターネットバンキング、クレジットカード又はＡＴＭから選択できます。
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　この納付書は法人が法人都民税・事業税及び特別法人事業税を納付する場合に使用するものです。 東京都では、
納付確認を速やかに行うため、必要事項を全て印字したプレプリント用紙を作成していますので、それを使用して
ください。
　なお、令和元年 9 月 30 日までに開始する事業年度に係る修正申告等による納付の場合は、納付書中の｢特別法人
事業税」を「地方法人特別税」に読み替えて使用してください。

所在地及び法人名を記入してください。
　合併法人が被合併法人分の納付をする場合は、
　　合併法人　　〇〇株式会社
　　（被合併法人　　△△　株式会社　分）
　と記載してください。
電話番号は、必ずご記入ください。
申告年月日欄は、この申告が修正申告である場合に記入してください。
管理番号は、ご確認の上、左から正しくご記入をお願いいたします。
マイナス表示をせず、充当額を差し引いた金額あるいは割ごと

　（特別法人事業税も同様）の増減を相殺した後の税額をご記入ください。
　
＊｢法人事業税・特別法人事業税」と「法人都民税」との間で委託納付（充当）があ
　る場合には、委託納付（充当）により延滞金が課されることがあります。延滞金
　の計算については、所管の都税事務所にお問い合わせください。

　　

　　
　　

　　
　　合計額欄の頭初には￥の記号をご記入ください。
申告期限が延長されている場合、印字がされていませんので、納期限をご記入
ください。
課税事務所は、必ずご確認・ご記入をお願いいたします。

　　プレプリント用紙以外の第12号の２様式（納付書）を使用する場合には、
　上記の記載方法によるほか、以下の通り記載し、記入漏れや誤りがない
　ように注意してください。

下表を参照の上、事務所コードを必ずご記入ください。
申告区分を〇で囲んでください。
　＊確定申告書の提出期限が延長されている法人が、申告書の提出期限前に納付する場合
 （見込納付の場合）は、申告区分「確定」を〇で囲んでください。

　＊地方税法第72条の２第１項第１号に掲げる事業（所得等課税事業)、同項第２号に
　　掲げる事業（収入金額課税事業)、同項第3号に掲げる事業（小売電気事業等、発
　　電事業等及び特定卸供給事業）及び同項第4号に掲げる事業（特定ガス供給業）の
　　うち２以上の事業を併せて行う法人にあっては、｢所得割額05｣、｢付加価値割額06｣、
　　｢資本割額07」又は「収入割額08」の各欄には、それぞれの事業に係る税額を合算
　　して記入して差し支えありません。

（1）

（2）
（3）
（4）

（5）

連結法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書

欠損金額等及び災害損失欠損金額の控除明細書

事業年度（算定期間）

※この記載の手引において、次の用語は、それぞれ次に掲げる様式を指します。
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外形標準課税法人普通法人

外形標準課税法人＊１

特定卸供給事業＊２

 〔資本金の額（又は出資金の
額）が１億円を超える普通法
人（特定目的会社、投資法人、
一般社団・一般財団法人を除
く）、減資への対応の要件に
該当する法人、100％子法人
等への対応の要件に該当す
る法人〕

特定卸供給事業＊２

（一定のものに限る＊３）

＊１ 令和７年４月１日以後開始事業年度から外形標準課税の対象法人が拡大しました。詳細については、東京都主税局ホームページをご確認ください。
＊２ 特定卸供給事業に係る税率は、令和４年４月１日以後に終了する事業年度から適用されます。
＊３ 令和４年４月１日以後に開始する事業年度においては、導管ガス供給業に限ります（それ以外のガス供給業は１号又は４号に区分されます。）。
　　 令和４年３月 31日以前に開始する事業年度においては、導管ガス供給業、ガス製造事業者が行うガス供給業及び旧一般ガスみなしガス小売事業者（電気事業
　 法等の一部を改正する等の法律（平成 27年法律第 47号）附則第 22条第 1項の義務を負う者に限ります。）が行うガス供給業に限ります。
・（　）内の税率は、東京都での適用はありませんが、特別法人事業税の基準法人所得割額・基準法人収入割額の計算に用います。
・令和元年９月 30 日までに 開始する事業年度の税率については、東京都主税局ホームページをご覧ください。

年所得額が
2，500万円超又は
年収入金額が
２億円超資本金の額又

は出資金の額
が１億円超

※Ⅱ表、Ⅲ表に該当する法人は、市町村分の
　均等割を各市町村へ申告してください。
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合計

（一般試験研究費又は特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除について、過去適用事

⒀　租税特別措置法第42条の12の６第３項又は第６項（産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得し
　た場合の法人税額の特別控除）の規定に係る金額　法人税の明細書（別表６（27））の34の欄の金額

　所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第８条の規定による改正前の租税特別措置法（以下
「令和７年旧措置法」といいます。）第42条の12の６第２項（認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法
人税額の特別控除）の規定に係る金額（中小企業者等を除きます。）　法人税の明細書（別表６（25））の20の欄の金額

別様式別表１を提出する法人に限ります。）
及び連結法人であった法人（第６号様式
別表１の３を提出する法人に限ります。）は、
記載しないでください。

⑵に掲げる法人以外の法人

23

12

14

の額

の額

の額

17

18

19

20

21 30

22
又は第2項

24

法人に限ります。）及び連結法人で
あった法人（第６号様式別表１の３
を提出する法人に限ります。）は、
記載しないでください。

法人に限ります。）及び連結法人で
あった法人（第６号様式別表１の３
を提出する法人に限ります。）は、
記載しないでください。

20

45
３項及び第４項

⑿　租税特別措置法第42条の12の６第２項（生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別 
　控除）又は令和７年旧措置法第 42 条の 12 の７第４項若しくは第５項（情報技術事業適応設備を取得し
　た場合又は事業適応繰延資産となる費用を支出した場合の法人税額の特別控除）の規定に係る金額（中
　小企業者等を除きます。）　法人税の明細書（別表６（26））の41の欄の金額

期末現在における資本金の額又は出資金の額が１億円以下である普通法人が、次のいずれ

するとともに、
該当する□にレ印を付してください。

11

 「期末現在の資本金の額及び資本剰余金の額の合算額（解散日現在の額）」
　期末（中間申告の場合には、その計算期間の末日）現在又は解散日現在における資本金の額又は
出資金の額及び資本剰余金の額（これらに準ずる金額を含みます。）の合算額を記載してください。 
 「法人区分」
　公共法人、公益法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、
一般社団法人（非営利型法人に該当するものを除きます。）及び一般財団法人（非営利型法人に該
当するものを除きます。）以外の法人で、次のいずれかの法人に該当する場合には、「イに掲げる法人」
を○印で囲んで表示してください。
⑴　資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人
⑵　「前事業年度の法人区分」の欄について、「イに掲げる法人」を○印で囲み、かつ、「期末現在の
　資本金の額及び資本剰余金の額の合算額（解散日現在の額）」の欄の金額が10億円を超える法人

9

10

連結法人であった法人が申告する場合は、「連結法人であった法人の課税標準となる
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4

様式別表１の３を提出する法人に限りま
す。）は、記載しないでください。

35
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様式別表１の３を提出する法人に限りま
す。）は、記載しないでください。

35

（1）-2_「第6号様式記載の手引」2025/11/17 16:54　p7 K



　　の欄は、法第72条の25第３項（法第72条の28第２項及び第72条の29第２項において準用する
場合を含みます。）又は第５項（法第72条の28第２項並びに第72条の29第２項及び第６項において
準用する場合を含みます。）の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が事業税に
つき当該申告書の提出前に納付した金額を記載してください。

⑬

に掲げる場合ごとに、下記の金額を
記載してください。

　法人税法第68条の規定による税
　額控除を受けない場合　損金の
　額に算入した所得税額等の金額

イ.

ア. 法人税法第68条（復興財源確保
　法第33条第2項の規定により復興
　特別所得税の額を所得税の額とみ
　なして適用する場合を含みます。）
　の規定による所得税額等の控除を
　受ける場合　法人税の明細書（別
　表6（1））の②の6の欄の金額と③
　の6の欄の金額との差額

減算

https://www.kaikeikanri.metro.
tokyo.lg.jp/noufu-uketori/koukin
shuunou) をご確認ください。
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を当該事業年度の月数で除し、これに６を乗じて計算

　は

　は

「有」を、その他の法人は「無」を〇印で囲んでください。

「要」の上の□にレ印を、その他の法人は「否」の上の□にレ印を付してください。

〇印で
囲んでください。

　外国通貨により表示した「期末現在の資本金の額（解散日現在の額）」を記載してください。（記
載例:10,000,000 米ドル、10,000,000 元、10,000,000 ウォン等。以下同じです。）

　外国通貨により表示した「期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を記載して
ください。

「資本金の額（外貨）」65

「資本準備金の額（外貨）」66

　外国通貨により表示した「期末現在の資本金の額及び資本剰余金の額の合算額（解散日現在
の額）」を記載してください。

「資本剰余金の額（外貨）」67

「前事業年度の法人区分」68
　前事業年度の申告において、「法人区分」の欄の「イに掲げる法人」を○印で囲み表示した法
人が、同様に表示してください。 
　なお、令和７年４月１日以後に最初に開始する事業年度については、令和６年３月30日を含む事
業年度の前事業年度から令和７年４月１日以後に最初に開始する事業年度の前事業年度まで
のいずれかの事業年度の末日時点において、資本金の額又は出資金の額が１億円を超える場
合には、「イに掲げる法人」を○印で囲んで表示してください。ただし、令和６年３月30日を含む事
業年度の前事業年度の末日時点で資本金の額又は出資金の額が１億円を超え、令和６年３月29
日時点で資本金の額又は出資金の額が１億円以下であり、かつ、令和６年３月30日を含む事業年
度から前事業年度までの各事業年度の末日時点で、資本金の額又は出資金の額が１億円以下
である場合には、○印で囲まないでください。

13

　本都内に恒久的施設を有する外
国法人のみ記載してください。

　本都内に恒久的施設を有する外
国法人のみ記載してください。

　本都内に恒久的施設を有する外
国法人のみ記載してください。

　法第72条の25第2項から第4項まで、第6項若しくは第7項 （法第72条の28第２項及び第72条
の29第２項においてこれらの規定を準用する場合を含みます。） 又は法第72条の25第５項（法
第72条の28第２項並びに第72条の29第２項及び第６項において準用する場合を含みます。）の
規定により申告期限の延長の処分を受けている法人は「有」を、その他の法人は「無」を〇印で囲
んでください。

東京都

◆詳しくは主税局ホームページ内「環境に関する都税の軽減制度について」をご覧ください。

7
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7
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である場合には、○印で囲まないでください。
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　本都内に恒久的施設を有する外
国法人のみ記載してください。

　本都内に恒久的施設を有する外
国法人のみ記載してください。

　本都内に恒久的施設を有する外
国法人のみ記載してください。

　法第72条の25第2項から第4項まで、第6項若しくは第7項 （法第72条の28第２項及び第72条
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◆詳しくは主税局ホームページ内「環境に関する都税の軽減制度について」をご覧ください。
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７

X2 05 31

X1 04 01 X2 03 31 確定

０００１２３４５６７Ｘ２ ０４

03-5321-▲▲▲▲

163-8001

（通算子法人の残余財産確定の日が、 通算親法人の事業年度終了の日である場合を除きま
す。

　東京都では、 ｅＬＴＡＸ （エルタックス：地方税ポータルシステム）を通じて、インターネットを利用した電子申告、電子申請・届出、
電子納税を受け付けています。 ｅＬＴＡＸ では、全ての都道府県・市区町村へ一括して電子納税を行うことが可能です。納付方法は、
ダイレクト納付やインターネットバンキング、クレジットカード又はＡＴＭから選択できます。

８

25120

　この納付書は法人が法人都民税・事業税及び特別法人事業税を納付する場合に使用するものです。 東京都では、
納付確認を速やかに行うため、必要事項を全て印字したプレプリント用紙を作成していますので、それを使用して
ください。
　なお、令和元年 9 月 30 日までに開始する事業年度に係る修正申告等による納付の場合は、納付書中の｢特別法人
事業税」を「地方法人特別税」に読み替えて使用してください。

所在地及び法人名を記入してください。
　合併法人が被合併法人分の納付をする場合は、
　　合併法人　　〇〇株式会社
　　（被合併法人　　△△　株式会社　分）
　と記載してください。
電話番号は、必ずご記入ください。
申告年月日欄は、この申告が修正申告である場合に記入してください。
管理番号は、ご確認の上、左から正しくご記入をお願いいたします。
マイナス表示をせず、充当額を差し引いた金額あるいは割ごと

　（特別法人事業税も同様）の増減を相殺した後の税額をご記入ください。
　
＊｢法人事業税・特別法人事業税」と「法人都民税」との間で委託納付（充当）があ
　る場合には、委託納付（充当）により延滞金が課されることがあります。延滞金
　の計算については、所管の都税事務所にお問い合わせください。

　　

　　
　　

　　
　　合計額欄の頭初には￥の記号をご記入ください。
申告期限が延長されている場合、印字がされていませんので、納期限をご記入
ください。
課税事務所は、必ずご確認・ご記入をお願いいたします。

　　プレプリント用紙以外の第12号の２様式（納付書）を使用する場合には、
　上記の記載方法によるほか、以下の通り記載し、記入漏れや誤りがない
　ように注意してください。

下表を参照の上、事務所コードを必ずご記入ください。
申告区分を〇で囲んでください。
　＊確定申告書の提出期限が延長されている法人が、申告書の提出期限前に納付する場合
 （見込納付の場合）は、申告区分「確定」を〇で囲んでください。

　＊地方税法第72条の２第１項第１号に掲げる事業（所得等課税事業)、同項第２号に
　　掲げる事業（収入金額課税事業)、同項第3号に掲げる事業（小売電気事業等、発
　　電事業等及び特定卸供給事業）及び同項第4号に掲げる事業（特定ガス供給業）の
　　うち２以上の事業を併せて行う法人にあっては、｢所得割額05｣、｢付加価値割額06｣、
　　｢資本割額07」又は「収入割額08」の各欄には、それぞれの事業に係る税額を合算
　　して記入して差し支えありません。

（1）

（2）
（3）
（4）

（5）

連結法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書

欠損金額等及び災害損失欠損金額の控除明細書

事業年度（算定期間）

※この記載の手引において、次の用語は、それぞれ次に掲げる様式を指します。
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